
入湯税

入湯税は、鉱泉浴場（温泉浴場）における入湯行為に対して入湯客に課税する目的税です。 

主に、観光の振興（観光施設の整備を含む。）などに使われています。

※詳しくは市民税課ホームページ「入湯税のご案内」をご覧ください。

姫路市観光振興事業

2796万4千円

72.5％

夢前町地域イベント

586万3千円

15.2％

香寺町

地域イベント

350万1千円

9.1％

夢前町観光看板

維持管理業務

125万7千円

3.2％

入湯税総額

3,858万5千円

令和６年度

入湯税の使いみち


